
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
五
号

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
第
一
号
た
だ
し
書
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣

が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十

三
号
）
別
表
４
か
ら
６
ま
で
及
び

の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
並
び
に
厚
生
労
働

18

大
臣
が
定
め
る
病
院
、
基
礎
係
数
、
暫
定
調
整
係
数
、
機
能
評
価
係
数
Ⅰ
及
び
機
能
評
価
係
数
Ⅱ
を
次
の
よ
う
に
定
め

、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
病
院
、
調
整
係
数
及
び
機
能
評
価
係
数
（
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
八
号
）
は
、
同
年
三
月
三
十
一

日
限
り
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
並
び
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
病
院
、
基
礎
係
数
、
暫
定
調
整
係

数
、
機
能
評
価
係
数
Ⅰ
及
び
機
能
評
価
係
数
Ⅱ

一

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号
）
第
一
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労

働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
病
院
の
欄
に
掲
げ
る
病
院
の
一
般
病
棟

二

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
（
平
成
二
十
年
厚
生



労
働
省
告
示
第
九
十
三
号
）
別
表
４
か
ら
６
ま
で
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
病
院

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
病
院
の
欄
に
掲
げ
る
病
院

三

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
別
表

に
規
定
す
る

18

病
院
ご
と
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
礎
係
数
、
暫
定
調
整
係
数
及
び
機
能
評
価
係
数
Ⅱ

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
基
礎
係
数
の
欄
に
定
め
る
数
及
び
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
病
院
の
欄

に
掲
げ
る
病
院
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
暫
定
調
整
係
数
及
び
機
能
評
価
係
数
Ⅱ
の
欄

に
定
め
る
数

四

厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
別
表

に
規
定
す
る

18

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
機
能
評
価
係
数
Ⅰ

イ

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
病
院
の
欄
に
掲
げ
る
病
院
で
あ
っ
て
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
別
表
第
一
医
科

診
療
報
酬
点
数
表
（
以
下
「
医
科
点
数
表
」
と
い
う
。
）
区
分
番
号
Ａ
１
０
４
に
掲
げ
る
特
定
機
能
病
院
入
院
基

本
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
も
の
に
係
る
機
能
評
価
係
数
Ⅰ

別
表
第
四
の
左
欄
に
掲
げ
る
医
科
点
数
表
に
規
定
す
る
診
療
料
（
以
下
「
診
療
料
」
と
い
う
。
）
を
算
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
病
院
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
数
（
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
診
療
料
の
う
ち
二
以

上
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
病
院
に
あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
項
の
右
欄
に
掲
げ
る
数

を
合
算
し
て
得
た
数
）



ロ

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
病
院
の
欄
に
掲
げ
る
病
院
で
あ
っ
て
医
科
点
数
表
区
分
番
号
Ａ
１
０
５
に
掲

げ
る
専
門
病
院
入
院
基
本
料
に
係
る
届
出
を
行
っ
た
も
の
に
係
る
機
能
評
価
係
数
Ⅰ

別
表
第
五
の
左
欄
に
掲
げ
る
診
療
料
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
病
院
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
数
（
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
診
療
料
の
う
ち
二
以
上
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
病
院
に

あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
項
の
右
欄
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
）

ハ

別
表
第
一
か
ら
別
表
第
三
ま
で
の
病
院
の
欄
に
掲
げ
る
病
院
（
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
病
院
を
除
く
。
）
に
係

る
機
能
評
価
係
数
Ⅰ

別
表
第
六
の
左
欄
に
掲
げ
る
診
療
料
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
病
院
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ

る
数
（
同
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
診
療
料
の
う
ち
二
以
上
の
項
に
掲
げ
る
も
の
を
算
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
病
院
に

あ
っ
て
は
、
当
該
二
以
上
の
項
の
右
欄
に
掲
げ
る
数
を
合
算
し
て
得
た
数
）


